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片木 淳 
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次回までに、（討論資料） 

拙著「辺野古新基地をめぐる最高裁判決（2016.12.20）の問題点」 

（本資料の最後に掲載）を読んで、研究しておくこと。 
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（前回の補足資料） 

１ 片山試案（平成 14年 5月 21日 ）  

       

 

 （当時の総務省ホームページによる。） 
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２ 「『三位一体の改革』の成果」（平成 17年 12月 27日閣議口頭報告） 

 

(H⑯～H⑱) 

国庫補助負担金改革 約 4.7 兆円 

税源移譲 約 3 兆円 

地方交付税改革 

(地方交付税及び臨時財政対策債) 

 

約△5.1 兆円 

 

国庫補助負担金改革 

 

○ 既決定分           3 兆 8,553 億円 

○ 18 年度新規決定分         8,108 億円 

(うち、税源移譲に結びつく改革   6,544 億円 ) 

合計           4 兆 6, 661 億円 

 

税源移譲 

 

○  18 年度税制改正で、所得税から個人住民税への 3 兆円規模の税源移譲を実施(19

年分所得税、19 年度分個人住民税から) 

○  18 年度は移譲額の全額を所得譲与税で措置(3 兆 94 億円) 

 

 

 

○ 総額の大幅な抑制 

・地方交付税及び臨時財政対策債の総額の抑制(H⑯～H⑱) 

△5.1 兆円 

○ 主な制度の改革等 

・「行政改革インセンティブ算定」の創設・拡充 

・財政力格差拡大への適切な対応(税源移譲分を基準財政収入額へ 100%算入(当面

の措置)) 

・不交付団体の増加   人口割合(市町村)   H⑫11.5%→H⑰18.4％ 

 

（注）臨時財政対策債＝地方財源の不足に対処するために、平成 13 年度に創設され

た特例地方債。元利償還金の全額が後年度地方交付税に参入されることにな

っている。 

 

地方交付税改革 



4 

 

１ NPM（New Public Management） 

1.1  NPMの概念 

民間における経営理念、手法等を公共部門に適用し、そのマネジメント能力を高め、効

率化・活性化を図る考え方である。1980 年代半ば以降、英国やニュージーランド等で実践

されてきた。NPM では、(1)徹底した競争原理の導入、(2)業績/成果による評価、(3)政策

の企画立案と実施執行の分離により、より効率的で質の高い行政サービスの提供し、行政

の透明性や説明責任を高め、国民の満足度を向上させることを目指す。 

我が国においても、「今後の経済財政運営及び経済社会の構造改革に関する基本方針」（平

成 13 年 6 月 26 日閣議決定。いわゆる｢骨太の方針 2001｣）において、NPM が「新たな行

政手法」として紹介され、「以降、累次の閣議決定等において、NPM の考え方を活用しつ

つ行財政改革を推進していく旨が定められ、取組みが進められて」いる。 

【出典：経済財政諮問会議 HP「ニュー・パブリック・マネジメント（NPM）」、平成 18

年 7 月 27 日閲覧】 

 

1.2  政府の「基本方針 2001」における NPM（平成 13年 6月 16日、抜粋） 

 

「 第５章 経済財政の中期見通しと政策プロセスの改革 

４．政策プロセスの改革 

 

（１）新しい政策プロセス  

  経済財政諮問会議は、経済財政運営や経済財政政策に関わる重要な構造改革等に

ついて、基本方針を調査審議することを重要な任務としている。必要な場合、諮問

会議の答申の内容は、閣議決定を経て、内閣の基本方針となる。各省庁はこれに基

づき具体的な制度設計等を進め、諮問会議は各省庁の検討状況等のフォローアップ

を行う。こうしたプロセスを通じ、構造改革等が強力かつ一体的に推進されること

となる。  

 

（２）新しい行政手法  

 (i) ニューパブリックマネージメント  

  国民は、納税者として公共サービスの費用を負担しており、公共サービスを提供

する行政にとってのいわば顧客である。国民は、納税の対価として最も価値のある

公共サービスを受ける権利を有し、行政は顧客である国民の満足度の最大化を追求

する必要がある。  

  そのための新たな行政手法として、ニューパブリックマネージメントが世界的に

大きな流れとなっている。これは、公共部門においても企業経営的な手法を導入し、

より効率的で質の高い行政サービスの提供を目指すという革新的な行政運営の考



5 

 

え方である。その理論は、①徹底した競争原理の導入、②業績／成果による評価、

③政策の企画立案と実施執行の分離という概念に基づいている。  

 (ii) 改革方策  

  海外では、この考え方は、①民営化・行政法人化を推進する、②業績や成果に関

する目標、それに対応する予算、責任の所在等を契約などの形で明確化する、③発

生主義を活用した公会計を導入する、などの形で具体化されてきている。例えば、

イギリスでは、行政の各分野において「市場化テスト」を行い、民間でできること

はできるだけ民間に委ねるとともに、民間にできないものについても実施執行部門

をできる限り行政法人化するなどの改革を進めている。  

  我が国の行財政改革を推進していく上でも、こうした新しい行政手法の考え方を

十分に活かし、政策プロセスの改革を図っていくことが重要である。具体的には、  

 ・ 公共サービスの提供について、市場メカニズムをできるだけ活用していくため、

「民間でできることは、できるだけ民間に委ねる」という原則の下に、公共サー

ビスの属性に応じて、民営化、民間委託、PFI の活用、独立行政法人化等の方策

の活用に関する検討を進める。  

 ・ 事業に関する費用対効果などの事前評価等によって、維持費用も含めてそれに

要する費用を明確化し、事業の採否や選択などの政策決定に反映する。  

 ・ 業績や成果に関して目標を設定し、責任を明確にしつつ、実際に行われた事業

の結果を事後的にも評価し、これを通じて政策決定、予算、人事評価などに適切

にフィードバックしていく。  

 ・ こうしたことによって、目標達成に向けた柔軟で効率的な行政運営を可能とし、

行政のマネージメント能力を高める。その際には、適正な行政運営を確保するた

めの監査などが重要となる。  

 ・ このような行政運営手法を実現し、国民に対する説明責任を高めるため、情報

公開制度などの定着を図るとともに、公会計制度のあり方についても、発生主義

など企業会計的な考え方の活用範囲や貸借対照表の対象範囲などについての検

討を進め、行政コストや公的部門の財務状況を明らかにするよう引き続き努める。

その際、諸外国における発生主義を活用した予算等の実態について検討を行う。  

 

以上のような基本的な方向性に沿って、具体的な改革を引き続き精力的に進めてい

く必要がある。  

 こうした取組みにより、行財政改革を推進し、納税の対価として公共サービスの提

供を受ける国民の満足度の最大化を図っていくことが重要である。        」 

 

【出典：平成 13 年 6 月 26 日「今後の経済財政運営及び経済社会の構造改革に関する基本

方針」より抜粋。下線等は片木】 
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1.3 国及び地方公共団体の外部資源の活用に関する主な制度の沿革について 

 

 

【出典：総務省 HP「組織案内 > 研究会等 > 地方独立行政法人制度の改革に関する研究会」

「第 1 回（平成 27 年 4 月 30 日開催） 議事次第・配布資料」より抜粋】 
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２ PFI （Private Finance Initiative） 

 

2.1  PPPと PFI 

 

PPP（Public Private Partnership） 

 

＝ 公共サービスの提供に民間が参画する手法を幅広く捉えた概念で、民間資本や

民間のノウハウを活用し、効率化や公共サービスの向上を目指すものであり、

広い意味では、PFI、指定管理者制度、市場化テスト、公設民営（DBO）方式、

さらに包括的民間委託、自治体業務のアウトソーシング等も含まれる。 

 

PFI（Private Finance Initiative） 

 

＝ 公共施設等の建設、維持管理、運営等を民間の資金、経営能力及び技術的能力

を活用することで、効率化やサービスの向上を図る公共事業の手法（PFI 法に基

づく事業）。 

発祥の地イギリスでは、PFI の狙いは公共事業における「支出に見合った価値」

(Value for Money)の実現にあるとされ、1992 年（平成 4 年）に本格的に導入。

有料橋、鉄道、病院、学校などの公共施設等の整備等、再開発などの分野で成果

を収めたといわれる。 

 

・平成 10 年４月 「総合経済対策」で PFI の推進、決定。 

 

・平成 11 年７月 「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律」 

(PFI 法)可決・成立（同年 9 月施行）。 

 

・平成 12 年 3 月  PFI「基本方針」、民間資金等活用事業推進委員会（PFI 推進委員 

会）の議を経て、内閣総理大臣が策定。 

PFI の理念とその実現のための方法（民間事業者の募集・選定、 

民間事業者の責任の明確化、法制上・税制上の措置や財政上・金 

融上の支援等）に関する基本的な事項が定められた。   

 

【出典：片木『地方行政キーワード』P.2038～】 
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2.2  ＰＦＩ（民間資金等活用事業） 

 

【出典：内閣府・PFI 推進委員会 HP「PFI の現状について」（2017 年 6 月 30 日更新、内

閣府 民間資金等活用事業推進室）】 

 

2.3 PFI法の概要（民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律（平

成 11年法律第 117号）） 

 

【出典：同上】 
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2.4  PFI事業の実施状況 

 

【出典：同上】 

PPP/PFI手法の分類（契約方式の観点から） 

 

【出典：国土交通省 HP「PPP/PFI 手法の整理とコンセッション方式の積極的導入のため

の展開について」】 
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３ 公の施設の指定管理者制度 

3.1  概要 

 

「指定管理者」  

＝ 地方公共団体にかわり、公の施設の管理運営業務全般を行う者。 

・ 平成 15 年、地方自治法の一部改正により、公の施設の管理が従来の「管理委託

制度」から「指定管理者制度」に改められた（同年 9 月 2 日施行）。 

・ 目的は、「多様化する住民ニーズにより効果的，効率的に対応するため，公の施設

の管理に民間の能力を活用しつつ，住民サービスの向上を図るとともに，経費の削

減等を図る」こと。 

・ 「公の施設」とは住民の福祉を増進する目的をもってその利用に供するために地

方公共団体が設置する施設（自治法§244）。この改正により、株式会社を含めた民

間事業者、社会福祉法人などの公益法人、ＮＰＯ法人、法人格を持たない団体等に

文化施設、体育館等の公の施設の管理を行なわせること可能になった。ただし、個

人は、除かれる。 

・ 地方団体と施設の管理者との法的関係は、従来の公法上の契約による管理業務の

委託から、「指定」という行政処分による管理権限の委任となる。管理者は、議会の

議決を経て指定する。 

・ 施設の利用料を指定管理者の収入とすることができるほか、指定管理者による使

用許可等の行政処分も、条例で定める指定管理者の業務の範囲に含めることで、可

能になっている。ただし、法令により地方団体の長のみが行うことができる権限は

除かれる。 

【出典：片木『地方行政キーワード』P.2032～】 
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3.2  指定管理者制度の導入状況（制度導入団体の比率）（平成 28年４月１日現在） 
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【出典：総務省 HP「政策 > 地方行財政 > 地方自治制度 > 地方公共団体の行政改革等 > 

地方行政サービス改革の取組状況等に関する調査等(平成 29 年 3 月 30 日公表）」「3．調

査結果（比較可能な形での公表）」「指定管理者」「全国の導入率」H29.11.18 閲覧】 

 

 

3.3  指定管理者制度と PFI事業の相違点 

 

 指定管理者制度のみ適用事業 PFI 法適用事業 

【１】事業

内容 

・既存施設の運営・維持管理が原則 

 

⇒ 初期投資の必要少なく、参入リスク小さ

い 

・基本的に施設整備・運営・維持管理を一

括で実施 

⇒ 初期投資を伴い、資金調達必要・リス

ク大きい 

【２】事業

期間 

・複数年の契約が可能であるが、投資を伴わ

ないため、事業期間は比較的短い 

⇒ 柔軟な契約期間の設定 

・投資に見合う資金回収に必要な長期の契

約 

⇒ 10～30 年の長期間の設定が一般的 

【３】事業

者選定の負

担 

・既存の施設を前提にするため、公民の役割

分担が比較的容易で事業選定の双方の負担は

小さい 

⇒ 事業規模が小さくても対応可能 

・施設計画以外にも、法務・財務等多岐に

わたって詳細に事業条件を定めるための

負担が大きい 

⇒ 一定の事業規模が必要 
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【４】想定

される民間

事業者 

 

・スポーツ施設、文化施設、福祉施設、コミ

ュニティ施設、観光施設等、運営ノウハウを

持った多様な事業者 

⇒ 運営ノウハウを持つ多様な事業者、中小

企業も事業者も参入可能 

・ゼネコン、商社等の多額の資金調達が可

能な事業者が中心企業 

・必要に応じて施設整備・運営企業でコン

ソーシアム 

⇒ 大企業や実績を持つ事業者に限定 

資料：三菱総合研究所 

【出典：全国社会福祉協議会 HP「社会福祉施設等における指定管理者制度をめぐる現状と

課題」「全国社会福祉協議会の調査･研究報告、統計情報」「平成 19 年度（2007 年度）」】 

 

 

４ 公共サービス改革（市場化テスト） 

 

4.1  概要 

 

 ＝ これまで国、地方自治体等が独占してきた公共サービスの提供について、官と民が

対等な立場で競争入札に参加し、価格、質の両面で最も優れた者がそのサービスの提

供を行うシステム。「官民競争入札」ともいう。 

新公共経営（NPM）の考え方の下、英国、米国、オーストラリア等で行われている

「Market Testing」が語源といわれる。 

 

・ 平成 18 年年 5 月、「競争の導入による公共サービスの改革に関する法律（公共サー

ビス改革法）」成立（同年 7 月施行）。 

 

・ 「民間が担うことができるものは民間にゆだねる」との観点から、民間事業者の創

意と工夫が期待される一体の公共サービス業務を選定して官民競争入札又は民間競争

入札に付し、公共サービスの質の維持向上と経費の削減を図るとする。 

 

・ 公共サービス改革法による法令の特例（規制緩和等の特例）を適用する必要がない

業務については、地方公共団体は、地方自治法等に基づき、条例または規則に手続を

規定することで、官民競争入札等を実施することができる。 

 

【出典：片木『地方行政キーワード』P.2036～】 
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4.2  公共サービス改革とは 

 

【出典：総務省 HP「政策 > 国の行政制度・運営 > 公共サービス改革（市場化テスト） > 公共サービス改革基本方針」「公共サービス

改革基本方針の一部変更について 平成 28 年６月 総務省公共サービス改革推進室」「公表資料（PDF）」より抜粋。2017.11．18】 
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4.3市場化テストによる効果（具体的事例）導入事例１（特定公共サービスの実施例） 

 

【出典：同上資料より抜粋】 
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4.4  地方公共団体における市場化テスト 

4.4.1  公共サービス改革法の制定 

 

【出典：総務省 HP「政策 > 国の行政制度・運営 > 公共サービス改革（市場化テスト） > 

地域の公共サービス改革 > 市場化テストの手引き・手順例」「「市場化テスト」の手引き

PDF（平成 27 年 3 月）」から抜粋引用】 
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4.4.2 市場化テストの手順 

 

 

 

【出典：同上】 
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4.4.3 地方公共団体の取組状況 

 

【出典：同上】 
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５ 地方独立行政法人 

5.1  概要 

＝ 公立大学、試験研究機関、公立病院など地方自治体自身が直接実施する必要はない

ものの、公共上の見地から地域において確実な実施が必要となる事務事業を行うため

に地方公共団体が設立する法人。目標による管理と適正な実績評価、業績主義に基づ

く人事管理と財務運営の弾力化、徹底した情報公開が求められる。 

地方独立行政法人法、平成 15 年 7 月 2 日成立、平成 16 年 4 月から施行。 

・ 地方独立行政法人化の対象可能な事業は、 

① 試験研究 

② 大学の設置および管理 

③ 地方公営企業（水道･電気・ガス･交通・病院等） 

④ 社会福祉事業経営 

⑤ 公共施設設置管理 

・ 地方独立行政法人は、「特定地方独立行政法人」と「一般地方独立行政法人」とに

分かれ、公務員型といわれる前者の職員は引き続き公務員の身分を有するが、非公

務員型といわれる後者の職員は公務員の身分ではなくなる。 

【出典：片木『地方行政キーワード』P.2034～】 

 

5.2  地方独立行政法人の設立状況の年度推移 

 

【出典：総務省 HP「組織案内 > 研究会等 > 地方独立行政法人制度の改革に関する研究会」

「第 1 回（平成 27 年 4 月 30 日開催） 議事次第・配布資料」より抜粋】 
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（次回討論資料） 

拙著「辺野古新基地をめぐる最高裁判決（2016.12.20）の問題点」 

今回の最高裁判決は、高裁那覇支部の結論を追認し、沖縄県に是正の指示に従わない違

法があると判断したものであり、上述の手続き的な観点からも、また、次に述べる内容的

観点からも、必要かつ十分な審理が尽くされていないのではないかとの疑念の生じるもの

である。 

まず、公有水面埋立法 4 条１号の要件については、沖縄県側の主張にもやや明確でない

きらいはあるが、言いたいことは、現状でも基地の負担にあえいでいる沖縄県内に、しか

も、よりにもよって代替性のない希少な自然環境に恵まれた辺野古になぜ新基地を建設し

なければならないのか、そのことが公有水面埋立法 4 条１号にいう「国土利用上適正かつ

合理的」であるのか、十分な審査がなされたのかという疑問であろう。単に、抑止力の維

持、海兵隊の一体的運用、沖縄県の地理的優位性などの普天間飛行場を沖縄県内以外に移

設することは適切でないというだけで、なぜ、沖縄県で、しかも、辺野古でなければなら

ないのか、実証的根拠がないと主張しているのである。 

最高裁判決は、埋立て等が「公有水面の利用方法として最も適正かつ合理的なものであ

ることまでが求められるものではない」とするが、沖縄県側が主張するように、新基地の

建設が必ずしも辺野古に限られないということであれば、わざわざ辺野古を候補地として

選び、埋立てによって、その代替性のない希少な自然環境を不可逆的に喪失させることが

果たして「国土利用上適正かつ合理的」といえるのか、ということが論点となるべきであ

り、この点を事実に即して、もっと真摯に、丁寧に審理すべきであったと思われる。 

さらに、公有水面埋立法 4 条 2 号の要件についても、前知事自身の出した「知事意見や

環境生活部長の示した疑問点が解消されていないにもかかわらず本件承認処分がなされた

とみられる」との沖縄県側の主張にもかかわらず、最高裁判決は、前知事は本件埋立事業

が第 2号要件に適合するか否かを専門技術的な知見に基づいて審査しており、「その判断過

程及び判断内容に特段不合理な点があることはうかがわれない」と、うわべをなでるよう

なおざなりな審理を行ったのみであり、「事実審」ではないことを口実にして、その内容の

実質的な審理に踏み込んでいないという点でも、批判を免れないではなかろうか。「法令の

解釈に関する重要な事項を含むものと認められる」（民訴法 318条）ケースとして、積極的

に内容の審理を行い、万人の納得するような結論を出すべきであった。 

特に、前知事の審査の経緯を見ると、2013年 11月 29日、「事業実施区域周辺域の生活環

境及び自然環境の保全についての懸念が払拭できない」との環境生活部長意見が出されて

いたにもかかわらず、仲井眞前知事は、翌 12 月 25 日に安倍総理と面談し、その席で総理

から沖縄振興策について概算要求を超える額の予算を確保したことなどが述べられると、

これに謝意を述べたうえで、埋め立ての承認を「我々も２日以内に最終的に決めたい」と

コメントした。そして、その約束どおり、わずか 2日後の同月 27日に埋立承認をしたとい

う経緯にかんがみるならば、公有水面埋立法 4 条 2 号の要件審査を適正に実施したもので



21 

 

あるか、疑いの残るところである。 

また、上述のように、最高裁は、手続的にも、大法廷ではなく小法廷で、しかも、口頭

弁論を 1 回も開くことなく、結論を出したものであり、これほど重要な案件をそのような

簡便な手続きで済ませたことについても批判があろう。 

 

【出典：拙著「辺野古新基地建設問題」『地方行政キーワード』（ぎょうせい）P. 1486～よ

り抜粋】 


